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機械器具 (３４) 医療用刀 

一般医療機器 メス JMDN：３５１３０００１ 

 

 

弾発指用メス 
 

 

【形状、構造及び原理等】 

1. 材質 

  ステンレス鋼 

2. 形状、構造：代表例 

 

 

 

 

 

   

 

【使用目的又は効果】 

1. 外科的手術、切離並びに検査･研究用資料及び物体の切断に使

用する。 

 

【使用方法等】 

1. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄、滅菌を行うこと。[【保

守・点検に係る事項】参照] 

2. 組織等を切断・切離する。 

3. 使用後できるだけ速やかに洗浄を行う。 

 

【使用上の注意】 

重要な基本的注意 

1. 本品を包装から取り出す際には、刃部に十分注意すること。 

2. 破損、曲りの原因になるので、必要以上の力(応力)を加えないこ

と。 

3. 使用中に変形や損傷を発見したり、異常を感じた際には、直ちに

本品の使用を中止すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 腐食、変形等を防ぐため、保管前に本品を必ず乾燥させること。 

2. 高温、多湿、水ぬれや直射日光を避け、塵やほこりのない清潔な

場所に保管すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

1. 洗浄、滅菌 

① 使用後は速やかに洗浄を行ってください。 

② 洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の表面を磨か

ないでください。[切れ味の損失、器具表面が損傷し腐食や変色

の原因となるため。] 

③ 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避け、中性の洗剤をご使用くだ

さい。 

④ 超音波洗浄の際にはメーカー指定の適正な洗剤を使用し、家庭

用洗剤は使用しないで下さい。 

⑤ 洗浄後は十分に乾燥させ、湿った状態で放置しないでください。 

⑥ 腐食や変色の原因となるため、汚れが残った状態での滅菌、消

毒はしないでください。 

⑦ 滅菌は高圧蒸気滅菌（推奨：121℃20 分又は 134℃5 分）又は

EOG 滅菌でおこなってください。 

2. 点検 

洗浄後、使用前後には、汚れや変形、損傷等がないことを確認し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
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